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≪投稿規程の改正≫
本学の紀要電子化は、平成 15 年 10 月、NII「研究紀

要公開支援事業」の通知を機に、本格的に開始されました。
本学が支援事業に参加するためには、紀要投稿規程に

「著作権」及び「電子化公開」に関する条文を規定する必
要がありました。2 名職場のため、より簡易的な許諾事務
の方法を探ることにし、まずは、次の 4 つの方法で学術
雑誌や大学紀要における事例を集めました。 
（1）他機関出版物
（2）他機関 HP
（3）大学図書館問題研究会 ML
（4）他大学職員 
その結果、「投稿申請」=「電子媒体での公開を許諾」

という構図ができ、平成 16 年 4 月から「著作権」及び「電
子化公開」を網羅した規程が施行され、電子化公開が実
現しています。
≪紀要担当部署の問題≫

情報収集の中で、紀要発行が図書館ではなく、「発行」「収
集・保存」部署が異なる大学も多くあることが判明しました。

事務組織や、委員会運営方針等の問題で、図書館主導で
規程改正等の行動を起こすことが困難な場合も多く、紀
要電子化が進まない一因でもあることを実感しました。
≪既刊号執筆者への許諾依頼≫

本学は開学 4 年目だった為、許諾は比較的容易でした。
この時に使用した許諾書は、事前に掲載巻号、論文名

を印字し、執筆者には日付、住所、氏名の記載と捺印の
みを依頼しました。また、現在の投稿申請書は、投稿巻
号及び「掲載された著作物に関して、埼玉学園大学が複製

（複製権）、公衆送信（公衆送信権）および電子化による
公開を行うことを許諾します」との記載があり、捺印が必
要です。 

過去の許諾依頼は、発行巻号が増加した分、大変にな
ることを念頭に置き、早めに策を講じることが必要です。
≪今後の課題≫

本学における今後の課題の一つは、「冊子体の発行を維
持するのか」ということですが、冊子体としての存在意義
を訴える意見もあり、まだまだ検討が必要です。
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1. 埼玉女子短期大学の概要
1989 年狭山市に、商学科・英語科の 2 学科で開学、

1999 年に日高市に移転した。以前から導入していた、学
生が将来就きたい職業と直結した「コース制」を本格的に
進め、コースとインターンシップとの連携を強化することで
2004 年に「現代 GP」に採択された短大である。
2. リポジトリ以前

2003 年秋に NII の電子化サービス事業への参加が決定
し、著作権の処理が必要になったが、退職教員を含めた

執筆者全員に公開への許諾を得るという方法を取った。
電子化されたデータを順次入力し、新規の著者にはその都
度許諾を得ながら登録を続けていた。
3. リポジトリ参加の経緯

SALA からリポジトリ参加への誘いがあった当時、図書
館長は文部科学省出身で、リポジトリの意義を良く理解し
ており、コストがかからないこと、「SUCRA」への信頼感、
今後の短大運営上も意義がある、など参加に積極的であっ
た。一方、学内の不安感・抵抗感は個々の教員が公表の
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ではなく「向かえない」、つまりあナビゲーション環境が十分
ではないということが指摘できる。具体的には、リゾルバ
を起動した際に表示される「中間窓」のデザインの問題に
起因することが多いように思われる。これは大いに改善の
余地があるはずである。

電子メディアが普及する中において、利用者にリモートサ
ービスの環境に習熟してもらうことは大切なことである。当
館で ILLリクエストをマイライブラリに限定したのはそうし

たことにおけるエクササイズ的効用を考えたことも一因とし
てある。しかし、紙で申し込みを受け付けていた時代には、
レファレンス担当者が、申し込まれた段階で、その入手可能
性を利用者とともに調査していたものが、現在では ILL 担
当者が申込者とダイレクトにつながってしまったために、そ
うした機能を ILL 担当者が負わざるを得ない状況になっ
ている。ILL 担当者に求められる役割は変化しかつ高度
化している。
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